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Ver.4.50 

HIS モバイル利用規定 

 

第一章  総 則 

 

第 1条（利用規定の適用） 

1. 本利用規定は、HIS Mobile株式会社（以下、｢当社｣といいます）が提供する「HISモ

バイル商品（以下、「本商品」といいます）」の利用条件について定めるものです。本

商品のご利用にあたっては、本利用規定をよくお読みのうえ、ご理解いただいたうえ

でお使いください。本商品の利用開始をもって、本利用規定に同意したものとみなし

ます。 

2. 利用者（契約者のほか、契約者以外に利用者が存在する場合の当該利用者を含むもの

とし、以下、同様とします）が本商品を利用するにあたっては、本利用規定が適用さ

れます（ただし、契約者のみに適用される条項についてはこの限りではありません）。

なお、本利用規定において、契約者には、本商品の利用契約を締結した法人その他の

団体（以下、「法人等」といいます）を含むものとし、利用者には、本商品を利用する

当該法人等の役員、従業員等を含むものとします。 

3. 当社は、本利用規定を当社が運営する Web サイト（以下、「当社 Web サイト」といい

ます）に掲載する方法により、利用者に周知します。 

4. 当社は本利用規定を変更することがあります。この場合、本商品の利用条件は変更後

の利用規定によります。 

5. 当社が本利用規定を変更する場合は、当社 Web サイトにおいて、利用規定を変更する

旨、変更後の利用規定の内容および変更の効力発生日を周知します。 

 

第 2条（本商品の種類） 

1. 本商品には、次の種類があります。 

種 類 内 容 

日本国内でご利用いただ

く商品 

日本国内の第 5世代携帯電話ネットワーク、第 4世代携帯電話

ネットワークまたは第 3世代携帯電話ネットワークによるデー

タ通信サービス、インターネット接続、音声サービス、SMS お

よび SIM カードまたは eSIM をパッケージ化した商品（パッケ

ージの内容は商品によって異なり、下記のとおり区分されま

す。なお、（ ）内は、各区分の代表的な現行商品です。また、

一部、法人等には提供していない商品があります） 

(1) 月額課金制の商品 

① データ通信サービスと音声サービスを利用できる商

品（自由自在 2.0プラン,音声通話プラン for Biz, 
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格安ステッププラン, 格安かけ放題プラン, 格安弐

拾プラン, 国内ビタッ！通話プラン） 

② データ通信サービスと SMS を利用できる商品 

（データ定額 2.0プラン SMS, SMS付データ従量プラ

ン for Biz,SMS データステッププラン, 国内ビタ

ッ！データ＋SMSプラン） 

③ データ通信サービスのみ利用できる商品（みんなの

IoT プラン,データ定額 2.0 プラン,データ従量プラ

ン for Biz,データ従量プラン, データステッププ

ラン, 国内ビタッ！データプラン, TELLBO（テルボ）

向けプラン） 

(2) 期間制の商品（利用開始日から起算した一定の期間におい

て、時間の制限なく利用できる商品） 

・データ通信サービスのみ利用できる商品 

（デリバリーSIM） 

(3) その他の商品（データ通信オプションサービス） 

①本商品のうち、当社が指定する商品の有料オプションサ

ービスで、一定の期間において、一定の通信量に達する

まで、速度制限のないデータ通信サービスを利用できる

サービス（1GBチャージ） 

②本商品のうち、当社が指定する商品の無料オプションサ

ービスで、ノンスタンドアローン方式を用いた第 5世代

携帯電話ネットワークによるデータ通信サービスを利

用できるサービス（5Gオプション） 

2. 本利用規定は、前項に掲げる本商品の内容に応じて適用されます（ご利用の商品の内

容によっては、適用されない規定があります）。 

 

第 3条（用語の定義） 

本利用規定において使用する用語の意味は、次の通りとします。 

用 語 用 語 の 意 味  

携帯電話事業者 当社と直接または間接にデータ通信サービスまたは音声サー

ビスの提供にかかる相互接続協定その他の契約を締結してい

る携帯電話事業者 

第三者課金発信機能提供

事業者 

当社と直接または間接に第三者課金発信機能の提供にかかる

契約を締結している電気通信事業者 

データ通信サービス 携帯電話事業者の通信網を用いて当社が提供する無線データ

通信サービス 
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音声通話サービス 携帯電話事業者の電気通信回線設備を用いて、音声通信を行う

サービス 

SMS（ショートメッセージ

サービス） 

携帯電話事業者の電気通信回線設備を用いて、テキストメッセ

ージの送受信を行うサービス 

音声サービス 音声通話サービスおよび SMSの総称 

第三者課金発信 音声通話サービスにおいて、発信先電話番号の先頭に当社が指

定するプレフィックス番号を付加すること、または、当社が別

途指定する専用アプリケーションを利用して発信先電話番号

の先頭に当社が指定するプレフィックス番号を付加すること

により、音声通信を発信する方法 

音声オプションサービス 音声サービスに関するオプションサービス 

データ通信オプションサ

ービス 

データ通信サービスに関するオプションサービス 

料金月 契約日（ただし、商品によっては当社が他の日を指定すること

があります）を起算日とし、1 の暦月における起算日（該当日

がない場合は当該暦月の末日とします。以下、同様とします）

から次の暦月における起算日の前日までの期間 

ユニバーサルサービス料 電気通信事業法（昭和 59年法律第 86 号）に定める基礎的電気

通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的

電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（平成

14 年総務省令第 64 号）により算出された額に基づいて、当社

が定める料金 

電話リレーサービス料 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律（令和２

年法律第 53 号）に定める電話リレーサービスの提供の確保の

ための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用

の円滑化に関する法律施行規則（令和２年総務省令第 110号）

により算出された額に基づいて、当社が定める料金 

端末機器 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則（平成 16 年総務

省令第 15号）で定める種類の端末設備の機器 

SIMカード 契約者識別番号その他の情報（以下、「契約者識別番号等」とい

います）を記憶することができる IC カードであって、本商品

の提供にあたり当社が契約者に譲渡または貸与するもの 

eSIM 契約者識別番号等を記憶することができる端末機器内部の領

域であって、本商品の提供にあたり、当社が定める手続きによ

り通信を利用して当社が契約者に付与する契約者識別番号等

を登録するもの 

SIM商品 利用者が自ら端末機器を用意する商品 

自営端末機器 利用者が SIM商品を利用するため自ら用意する端末機器 
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当社端末機器 本商品（SIM商品を除きます）に含まれている端末機器 

協定事業者 当社と直接または間接に相互接続協定その他の契約を締結し

ている電気通信事業者（携帯電話事業者および第三者課金発信

機能提供事業者を含みます） 

国際電気通信事業者等 携帯電話事業者との間で相互接続協定を締結して国際電話サ

ービス等を提供する電気通信事業者 

消費税相当額 消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）および同法に関する法令

の規定に基づき課税される消費税の額、ならびに、地方税法（昭

和 25 年法律第 226 号）および同法に関する法令の規定に基づ

き課税される消費税の額 

 

第 4条（商品内容の変更） 

1. 当社は、本商品の内容または名称を予告なく変更することがあります。 

2. 前項の変更がある場合には、当社 Webサイトにおいて告知します。 

 

第 5条（当社からの告知） 

1. 当社が必要と判断した場合、当社は、本商品のご利用に関して必要となる事項を、当

社 Webサイトにおいて随時告知します。 

2. 当社が必要と判断した場合、当社は、本商品のご利用に関して必要となる事項を、第

6条（月額課金商品の申込み）、第 9条（データ通信オプションサービスの申込み）ま

たは第 12条（利用の開始）に基づき契約者情報を登録した利用者に対し、その契約者

情報において登録された連絡先宛てに個別に通知することがあります。 

 

 

第二章  利用の開始および終了 

 

第 1節 月額課金制の商品 

 

第 6条（月額課金商品の申込み） 

1. 本商品のうち、月額課金制の商品（以下、「月額課金商品」といいます）の利用を希望

する方（以下、本節において「申込者」といいます）は、本利用規定に同意したうえ

で、当社所定の方法により申込みを行うものとします。 

2. 申込者は、前項の申込みにあたり、当社所定の契約者情報（支払にかかるクレジット

カード情報を含みます）および/または本人確認書類もしくはその写しを提供するもの

とします。なお、当社が、申込者から提供された本人確認書類またはその写しの内容

を確認する必要があると判断した場合、当社は、当該本人確認書類に関する利用者情

報を警察機関その他の行政機関に提供することがあります。 

3. 申込者は、月額課金商品を 18歳未満の方に使用させようとする場合は、本条第 1項の
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申込みにあたり、その旨を申し出るものとします。 

4. 当社は、次の場合には、月額課金商品の利用申込みを承諾しないことがあります。 

(1) 申込みの内容に不備または事実に反する記載があるとき（申込内容に記入もれ、

誤記または虚偽がある場合のほか、申込時に提供される本人確認書類もしくはそ

の写しが虚偽または偽造である場合を含みます）。 

(2) 申込者の過去の申込みが前号に該当していたとき。 

(3) 申込者が料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。 

(4) 申込者が過去に合理的な理由なく本商品の受領を怠り、もしくは故意に受領を遅

らせる等の事実があったとき、または現にこれらの事実があるとき。 

(5) 申込者が当社との間で既に音声通話サービスに対応した商品を 5 回線以上契約

しているとき。 

(6) 申込者が過去に本利用規定に違反していたことが判明したとき、または現に違反

しているとき。 

(7) その他、当社の業務の遂行上著しい支障があると判断するとき。 

5. 月額課金商品の利用契約は、当社が利用契約の申込みを承諾し、当社所定の手続きを

完了した日に成立するものとします。 

6. 申込者は、音声サービスを利用できる商品を申込む場合において、番号ポータビリテ

ィ（携帯電話番号を変更することなく、携帯電話サービスを受ける電気通信事業者を

変更することをいいます。以下、同様とします）の適用を希望するときは、当社所定

の方法によりその旨を申し出るものとします。 

 

第 7条（初期契約解除） 

1. 月額課金商品のうち、電気通信事業法第 26条の 3に定める初期契約解除制度の対象と

なる商品（以下、「初期契約解除対象商品」といいます）の利用者は、当該商品の契約

書面（電気通信事業法第 26条の 2に基づき、利用契約を締結したときに当社が利用者

に交付する書面を指します）を受領した日から起算して 8 日が経過するまでの間、当

社に書面または当社所定の方法で通知することにより、初期契約解除対象商品の利用

契約の解除（以下、「初期契約解除」といいます）を行うことができます。 

2. 初期契約解除対象商品のうち、音声サービスを利用できる商品の利用者（新規の携帯

電話番号で当該商品の利用契約を締結した利用者を除きます）は、前項に定める初期

契約解除の通知にあたり、当社に番号ポータビリティを申込むことができます。なお、

番号ポータビリティを実施するための予約番号の有効期間内に番号ポータビリティが

完了しなかった場合は、初期契約解除の効力は失われるものとします。 

3. 初期契約解除が行われた場合、初期契約解除対象商品の利用契約は、利用者が初期契

約解除の通知を発した日に終了します。ただし、初期契約解除において番号ポータビ

リティの申込みをした場合は、初期契約解除対象商品の利用契約は、番号ポータビリ

ティが完了した日（利用者が移転先の電気通信事業者と契約を締結した日）に終了し

ます。 

4. 初期契約解除が行われた場合、利用者は、初期契約解除までの期間において提供を受
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けた電気通信役務に対して利用者が支払うべき金額等として、第 18条（初期契約解除

に伴い利用者が支払う料金）に定める料金を負担するものとします。 

 

第 8条（利用者による解約） 

1. 利用者は、月額課金商品の利用契約の解約を希望する場合、当社所定の方法により解

約申込みを行うものとします。 

2. 月額課金商品のうち、音声サービスを利用できる商品の利用者が、番号ポータビリテ

ィによる利用契約の解約を希望する場合、前項に定める解約申込みに代えて、当社所

定の方法により番号ポータビリティの申込みを行うものとします。ただし、利用者が

第 41 条（利用の停止）第 1 項の定めにより当該商品の利用を停止されている場合は、

当社は、当該利用者による番号ポータビリティの申込みを制限することがあります。

なお、番号ポータビリティを実施するための予約番号の有効期間内に番号ポータビリ

ティが完了しなかった場合は、番号ポータビリティの申込みの効力は失われるものと

します。 

3. 本条第 1 項に定める解約申込みが行われた場合、利用契約は、解約申込み日の属する

料金月の末日に終了します。ただし、当社の解約手続きの都合上、終了日翌日の一定

時間内において月額課金商品を利用できる場合があり、この日に利用があった場合は、

利用契約の終了日は同日に変更となります。この場合、終了日の属する料金月の月額

基本料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料その他月額料金（以下、総

称して「月額基本料等」といいます）は発生しませんが、終了日当日の利用分は通話

料または超過通話料（SMS通信料を含みます。以下、あわせて「通話料等」といいます）

としてお支払いいただきます。 

4. 利用契約の解約にあたり、本条第 2 項に定める番号ポータビリティの申込みが行われ

た場合、利用契約は、番号ポータビリティが完了した日（利用者が移転先の電気通信

事業者と契約を締結した日）に終了します。この場合、終了日が料金月の途中であっ

ても、月額基本料等について日割計算は行いません。 

 

第 2節 データ通信オプションサービス 

 

第 9条（データ通信オプションサービスの申込み） 

1. 当社が指定する商品の利用者は、データ通信オプションサービスを利用することがで

きます。 

2. データ通信オプションサービスは、データ通信オプションサービスを設定する商品（以

下、「データ通信オプションサービス対象商品」といいます）ごとに、当社所定の方法

により申込みを行うものとします。 

3. データ通信オプションサービスの利用契約は、当社が当該利用契約の申込みを承諾し、

当社所定の手続きを完了した日に成立するものとします。 
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第 10条（利用期間） 

1. 第 2条（本商品の種類）第 1項(3)①に定めるデータ通信オプションサービスの利用者

は、当該データ通信オプションサービスの利用契約の成立日が属するデータ通信オプ

ションサービス対象商品の料金月（以下、「対象料金月」といいます）において、一定

の通信量（以下、「利用可能通信量」といいます）のデータ通信サービスを利用するこ

とができます。 

2. 第 2条（本商品の種類）第 1項(3)②に定めるデータ通信オプションサービスの利用者

は、当該データ通信オプションサービスの利用を終了するまでの期間において、ノン

スタンドアローン方式を用いた第 5 世代携帯電話ネットワークによるデータ通信サー

ビスを利用することができます。 

 

第 11条（利用の終了） 

1. 第 2条（本商品の種類）第 1項(3)①に定めるデータ通信オプションサービスは、利用

可能通信量を消費した時点または対象料金月の末日をもって利用が終了します。 

2. 第 2条（本商品の種類）第 1項(3)②に定めるデータ通信オプションサービスは、利用

者が当社所定の方法により解約申込みを行った後、当社が当該解約申込みを承諾し、

当社所定の手続きを完了した時をもって利用が終了します。 

3. 前二項にかかわらず、データ通信オプションサービス対象商品の利用が終了した場合

は、データ通信オプションサービスの利用も終了します。 

 

第 3節 期間制の商品 

 

第 12条（利用の開始） 

1. 利用者は、本商品のうち、期間制の商品（以下、「期間制商品」といいます）の利用を

開始するにあたり、当社が定める利用開始手続きを行うものとします。ただし、当社

は商品の仕様として別の取扱いを定めることがあります。 

2. 利用者は、自らが 18 歳未満である場合または期間制商品を 18 歳未満の方に使用させ

ようとする場合は、前項の利用開始手続きにあたり、その旨を申し出るものとします。 

3. 本条第 1 項の利用開始手続き後、利用者が期間制商品を利用して初めてインターネッ

トに接続した日をもって、期間制商品の利用開始日とします。ただし、当社は商品の

仕様として別の取扱いを定めることがあります。 

4. 当社が指定する商品については、利用者は、購入後、当社所定の期間内に前項に定め

る利用を開始するものとします。利用者が所定の期間内に利用を開始しない場合は、

当該商品を利用することができません。 

 

第 13条（利用期間） 

利用者は、利用開始日から起算した一定の期間において、期間制商品を利用することができ

ます。 
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第 14条（利用期間の終了） 

1. 期間制商品は、利用開始日から起算した一定の期間が経過した時点で利用期間が終了

します。 

2． 前項により期間制商品の利用期間が終了した場合、利用者は、当社が別途定める方法

により本商品の利用を継続することができます（ただし、一部、商品の仕様により継

続ができない商品があります）。なお、利用の継続は利用期間の終了から一定期間内に

限るものとします。詳細は当社 Webサイトにおいて定めるものとします。 

3. 前項にかかわらず、当社は、当社が定める期限をもって期間制商品の利用期間終了後

の継続利用を終了することができます。この場合、当社は、当社 Web サイトにおいて

あらかじめ告知するものとします。 

 

第 4節 利用権の譲渡（名義変更） 

 

第 15条（利用権の譲渡（名義変更）） 

1. 期間制商品（日本国内でご利用いただく商品に限ります）の利用者は、利用者の責任

において当該商品の利用権を譲渡することができます。ただし、当社が商品の仕様と

して別の取扱いを定める商品についてはこの限りではありません。 

2. 前項に定める商品以外の本商品の利用者は、当該商品の利用権を譲渡することはでき

ず、当社に本商品の名義変更を請求することはできません。 

 

 

第三章  料 金 

 

第 1節 月額課金制の商品 

 

第 16条（料金の支払義務） 

1. 月額課金商品の利用者は、利用契約の開始日（当社所定の手続きを経て当該商品の利

用が可能になった日をいいます）から利用契約の終了日が属する料金月の末日までの

期間について、月額課金商品の利用料金を支払うものとします。 

2. 月額課金商品の利用料金は、初期手数料、月額基本料等、月額利用料、通話料等、およ

び各種手続きにかかる手数料とします（商品により項目は異なります）。なお、音声オ

プションサービスを利用する場合には、音声オプションサービス料（有料サービスを

利用する場合に限るものとします。以下、同様とします）を支払うものとします。料

金額および課金日等は当社 Webサイトにおいて定めるとおりとします。 

3. 月額課金商品のうち、当社が指定する商品においては、予めエントリーパッケージを

購入したうえで、第 6 条（月額課金商品の申込み）第 1 項に定める申込みを行うこと

ができます。この場合、エントリーパッケージの料金は、申込みの前後または利用開

始の前後を問わず、利用者の都合により当該商品を利用できない場合または利用しな

い場合であっても、ご返金はいたしません。 
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4. 月額課金商品の月額基本料等は料金月で課金され、利用開始月、利用終了月のいずれ

も日割計算は行いません。ただし、音声オプションサービス料については暦月で課金

されるため、音声オプションサービスまたは商品の仕様として別に定める場合を除き、

利用開始月、利用終了月のいずれも日割計算します。 

5. 本条第 1 項にかかわらず、第 8 条（利用者による解約）第 3 項ただし書に定める終了

日の属する料金月の月額基本料等は発生しないものとします。ただし、通話料等につ

いてはこの限りではありません。 

6. 前五項で定める料金が消費税の課税対象である場合は、料金表に基づき、当該料金に

消費税相当額を加算した額をお支払いいただきます。 

7. 月額課金商品の利用者は、当社が定める方法により、利用料金に関する証明書または

領収書の発行を請求することができます。この場合、利用者は、当社が定める発行手

数料および郵送料等のほか、必要に応じて、印紙税を負担するものとします。 

 

第 17条（音声通話サービスの通話料） 

1. 音声通話サービスの通話料は、１回の通話において、当社が定める一定の通話時間（以

下、「基準通話時間」といいます）ごとに計算するものとします。ただし、基準通話時

間に満たない通話時間は切り上げるものとします。 

2. 当社は、月額課金商品において、通話時間に一定の制限を付し、または付さないで、

前項により計算される通話料を月額基本料に含むものとし音声通話サービスの通話料

としては請求しない（以下、「無料通話」といいます）仕様とすることがあります。た

だし、以下の各号に該当する音声通話サービスは、無料通話の対象外とします。 

(1) 国内通話以外の通話（国際ローミング、国際電話） 

(2) 国内通話のうち以下の電話番号に発信する通話 

a) 衛星電話および衛星船舶電話 

b) 0570（ナビダイヤル）、0180（テレドーム）などの他社サービス 

c) 104（電話番号案内料） 

d) 一方的または機械的な発信により、長時間または多数の通信を一定期間継続

して接続する電話番号として当社が指定する電話番号 

e) 他社着信転送サービス（他の電気通信事業者が有する電話番号を介して他の

電話番号に着信させることを主な目的とするサービス）に該当するものと当

社が判断する電話番号 

(3) 一般的な利用と著しく異なる利用態様が認められるなどにより、通話以外の目的

によるものと当社が判断する場合 

3. 当社は、利用者が月額課金商品において当社が指定する有料の音声オプションサービ

スを利用する場合は、通話時間に一定の制限を付し、または付さないで、本条第 1 項

により計算される通話料を当該オプションサービスの月額料金に含むものとし音声通

話サービスの通話料としては請求しない（以下、「通話定額」といいます）ものとしま

す。ただし、前項各号に該当する音声通話サービスは、通話定額の対象外とします。 

4.  第 2 項⑵d)、⑵e)及び⑶が適用される場合の通話料は、通話時間 30 秒あたり 22 円と
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します。 

 

第 18条（初期契約解除に伴い利用者が支払う料金） 

1. 第 16条（料金の支払義務）の規定にかかわらず、第 7条（初期契約解除）に定める初

期契約解除が行われた場合に利用者が支払う料金は、以下の各号に定める料金の合計

額とします。 

(1) 月額基本料等、月額利用料、通話料等、音声オプションサービス料およびデータ

通信オプションサービスの料金のうち、初期契約解除による利用契約の終了日ま

でに当社が提供したサービスの対価に相当する金額 

(2) 初期手数料または利用契約の変更手続きにかかる手数料 

2. 当社は、初期契約解除が行われた場合に、利用者から前項に定める料金を超える金額

を受領していた場合は、当社の定める時期および方法により、利用者に超過分を返還

します。なお、返還に要する費用は当社が負担するものとします。 

 

第 19条（最低利用期間および解約金） 

1. 月額課金商品のうち、当社が指定する商品には、最低利用期間を設けています。 

2. 前項の商品において、最低利用期間が経過するまでの間に、第 8 条（利用者による解

約）に基づき利用契約の解約をした場合または第 42 条（当社による利用契約の解除）

の規定に基づき利用契約を解除された場合等は、当社が別途定める解約金を支払うも

のとします。 

3. 第 16条（料金の支払義務）第 6項の規定は、前項で定める解約金に準用します。 

 

第 20条（料金の支払方法等） 

1. 月額課金商品の利用料金は、当社が別途定める場合を除き、クレジットカードにより

支払うものとします。 

2. 月額課金商品の利用料金の支払は、利用者が月額課金商品の申込みにおいて当社に届

け出たクレジットカード会社の規約に基づくものとします。 

3. 当社が指定する商品については、毎月の課金日その他必要な時点において、当社所定

の基準によりクレジットカードの与信枠を設定することがあります。 

 

第 21条（割増金） 

月額課金商品の利用者が料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れ

た額（消費税相当額を加算しない額とします。以下、同様とします）の 2倍に相当する額に

消費税相当額を加算した額（料金表において消費税を加算しないこととされている料金にあ

ってはその免れた額の 2倍に相当する額）を割増金として支払うものとします。 

 

第 22条（延滞利息） 

1. 月額課金商品の利用者は、料金その他の債務（延滞利息を除きます。以下、同様とし

ます）について支払期日を経過してなお支払いがない場合には、当該料金その他の債
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務の他、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5％の割合

で計算して得た額を延滞利息として当社が別途定める方法により支払うものとします。 

2. 前項の規定にかかわらず、初期契約解除をした利用者は、第 18条（初期契約解除に伴

い利用者が支払う料金）第 1 項に定める料金について支払期日を経過してなお支払い

がない場合には、当該料金の他、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数に

ついて、年３％の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別途定める方法によ

り支払うものとします。 

 

第 23条（過払金の取扱い） 

当社は、利用者から第 16条（料金の支払義務）、第 19条（最低利用期間および解約金）、第

21条（割増金）または第 22条（延滞利息）に定める金銭が支払われた場合であって、利用

者が通常支払うべき金額を超える金額を受領したときは、当社の定める時期および方法によ

り、利用者に超過分を返還します。ただし、返還に要する費用は利用者が負担するものとし

ます。 

 

第 2節 データ通信オプションサービス 

 

第 24条（料金の一括払い） 

1. 第 2条（本商品の種類）第 1項(3)①に定めるデータ通信オプションサービスは、対象

料金月における利用可能通信量について、あらかじめ一括して料金をお支払いいただ

くサービスです。当社は、サービスの仕様として別に定める場合を除き、当該データ

通信オプションサービスについて、利用開始の前後を問わず、利用者の都合により当

該データ通信オプションサービスを利用しない場合であっても、ご返金はいたしませ

ん。 

2. 第 16 条（料金の支払義務）第 6 項ならびに第 20 条（料金の支払方法等）第 1 項およ

び第 2項の規定は、前項で定める料金に準用します。 

 

第 3節 期間制の商品 

 

第 25条（料金の一括払い） 

1. 期間制商品は、一定の期間におけるご利用について、あらかじめ一括して料金をお支

払いいただく商品です。当社は、商品の仕様として別に定める場合を除き、期間制商

品について、利用開始の前後を問わず、利用者の都合により期間制商品を利用しない

場合であっても、ご返金はいたしません。 

2. 第 16条（料金の支払義務）第 6項の規定は、前項で定める料金に準用します。 

3. 第 16条（料金の支払義務）第 7項の規定は、期間制商品の利用者に準用します。 

 

第 26条（料金の払戻し） 

1. 第 25 条（料金の一括払い）第 1 項の規定にかかわらず、当社は、第 74 条（利用申込
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み等の受付終了）の規定により期間制商品の利用開始手続きの受付を終了する場合ま

たは第 75条（商品の廃止）の規定により期間制商品の全部または一部を廃止する場合

は、法令の定めに基づき、利用者が支払った当該期間制商品に係る料金の全部または

一部の払戻しを行うことがあります。 

2. 当社は、前項の規定により料金の払戻しを行う時は、払戻しの方法、申出期間その他

の必要な事項を、当社 Webサイトに掲載する方法または法令に定められた方法により、

利用者に告知します。 

3. 利用者は、前項の規定により当社が告知する申出期間内に、当社が指定する方法によ

り払戻しの申出を行うものとします。利用者は、当該申出期間内に払戻しの申出を行

わない場合は、本条第 1 項の規定に基づく払戻しを受けることができないものとしま

す。 

 

 

第四章  利用方法 

 

第 27条（利用者情報の取得） 

1. 当社は、利用者から、以下の各号に掲げる情報（以下、総称して「利用者情報」といい

ます）を取得するものとします。 

(1) 利用者が商品またはサービスの利用契約（第 12 条（利用の開始）に定める商品

については、当社が指定した商品の利用契約に限ります）を申込むにあたり、第

6 条（月額課金商品の申込み）、第 9 条（データ通信オプションサービスの申込

み）または第 12 条（利用の開始）に基づいて当社に提供する情報：契約者情報

（氏名または名称、住所または所在地、生年月日、電話番号、メールアドレス、

クレジットカード番号、本人確認書類に関する情報等）および契約者以外に利用

者が存在する場合の当該利用者に関する情報（18歳未満である場合はその旨） 

(2) 前号に掲げるものの他、当社が商品またはサービスの提供に付随して取得する情

報：その他情報（請求明細、通信使用量、残存している利用可能通信量、利用期

間等） 

(3) 利用者に送信される SMSのうち、携帯電話事業者が、危険 SMS（実在する事業者

等を装い、利用者を、個人情報を盗み出すためのウェブサイト、アプリケーショ

ンまたは電話番号に誘導する SMSを指すものとし、以下、同様とします）である

と判定した SMSに関する情報（危険 SMSの送信日時、送信元電話番号および内容

等） 

2. 当社は、初期契約解除、ご契約内容の変更または解約の申込みについて、利用者情報

の提供を条件とする場合があります。また、利用者が利用者情報の全部または一部を

提供しない場合、当社のサポートサービスを提供できない場合があります。 

3. 本章の規定は、本条第 1 項の利用者情報の取扱いを含む利用方法全般について適用さ

れます。 
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第 28条（利用者アカウントの発行） 

当社は、利用者情報を提供した利用者に対し、利用者アカウントを発行し、当社所定の方法

により、ご利用中のサービスに関する情報を提供します。 

 

第 29条（利用者アカウントの管理） 

1. 利用者は、利用者アカウントの ID、パスワード、その他利用者アカウントの認証のた

めの情報（以下、「アカウント情報」といいます）を自己の責任において管理するもの

とします。利用者が法人等である場合、本商品 1 個に対するアカウント情報は 1 つと

し、法人等の管理担当者が管理するものとします。 

2. 利用者は、アカウント情報を他者に使用させ、他者と共有し、または売買、譲渡もし

くは貸与等をしてはならないものとします。 

3. アカウント情報の管理および使用は利用者の責任とします。アカウント情報の使用上

の過誤または他者による無断使用により利用者が被る損害については、当該利用者の

故意または過失の有無を問わず、当社は一切責任を負いません。 

4. 利用者のアカウント情報をもって本商品が利用されたときには、その利用者自身の利

用とみなされるものとします。 

5. 利用者のアカウント情報を使用し、利用者と他者により同時に、または他者のみによ

って使用された場合、本商品の通常の機能が失われることがあります。 

 

第 30条（利用者情報の変更の届出） 

1. 利用者は、当社に提供した利用者情報に変更が生じた場合には、当社所定の方法によ

り、当社に届け出るものとします。 

2. 利用者情報に変更があったにもかかわらず、前項の届出がないときは、当社から利用

者に対する通知は、当社に届け出られている利用者情報に基づいて行われ、当該通知

をもってその通知を行ったものとみなします。また、当該通知は、通常到達すべき時

期に到達したものとみなされるものとします。 

 

第 31条（サポートサービス） 

1. 当社は、利用者に対し、本商品の利用期間中、本商品に関するサポートサービスを提

供します。 

2. 当社が利用者に対しサポートサービスの提供を行う場合、当社 Web サイトにおいて告

知し、または利用者に対し通知するものとします。 

 

第 32条（自己責任の原則） 

1. 利用者は、本商品を利用して行った、自己の行為およびその結果について、責任を負

います。 

2. 利用者が本商品を利用して第三者に損害を与えた場合、利用者は自己の責任と費用を

もって解決するものとし、当社に損害を与えないものとします。 
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第 33条（禁止事項） 

1. 利用者は、本商品を業として第三者の需要に応ずるために提供してはならないものと

します。利用者が本項に違反し、本商品を業として第三者の需要に応ずるために提供

した場合、当該第三者による本商品の利用は利用者自身による利用とみなします。 

2. 利用者は、本商品を使用するにあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。 

(1) 他者（当社を含みます。以下、同様とします）の知的財産権その他の権利を侵害

する行為 

(2) 他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為 

(3) 他者を誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為 

(4) 詐欺、業務妨害等の犯罪行為またはこれを誘発もしくは扇動する行為 

(5) わいせつ、児童ポルノ・児童虐待にあたる画像もしくは文書等を送信し、または

掲載する行為 

(6) 無限連鎖講（ネズミ講）を開設し、またはこれを勧誘する行為 

(7) 他者の Webサイト等、本商品により利用しうる情報を改ざんし、または消去する

行為 

(8) 他者になりすまして本商品を使用する行為（他の利用者のアカウント情報を不正

に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます） 

(9) 自己のアカウント情報を他者と共有し、または、他者が共有しうる状態に置く行

為 

(10) コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、または

他者が受信可能な状態のまま放置する行為 

(11) 他者の管理する掲示板等（ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含

みます）において、その管理者の意向に反する内容または態様で、宣伝その他の

書き込みをする行為 

(12) 受信者の同意を得ることなく、広告宣伝または勧誘のメールを送信する行為 

(13) 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのある

メール（嫌がらせメール）を送信する行為 

(14) 他者の施設、設備もしくは機器に権限なくアクセスする行為 

(15) 他者が管理するサーバ等に著しく負荷を及ぼす態様で本商品を使用し、またはそ

れらの運営を妨げる行為 

(16) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態

様でリンクをはる行為 

(17) その他、法令もしくは公序良俗に違反し、または他者の権利を著しく侵害する行

為 

(18) 前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為 

(19) その他、当社が不適切と判断する行為 

3. 利用者は、音声サービスを利用するにあたり、前項の禁止事項に加えて、以下の行為

を行ってはならないものとします。 

(1) 故意に多数の不完了呼（通信の相手先に応答前に発信を取りやめることをいいま
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す）を発生させ、または連続的に多数の呼を発生させるなど、通信のふくそうを

生じさせるおそれのある行為 

(2) 第三者または当社に迷惑・不利益を及ぼす行為、音声サービスに支障をきたすお

それのある行為、音声サービスの運営を妨げる行為 

(3) 音声サービスの利用において、本人の同意を得ることなく不特定多数の第三者に

対し、自動電話ダイヤリングシステムを用いまたは合成音声もしくは録音音声等

を用いて、商業的宣伝や勧誘などの通信を行う行為または商業的宣伝や勧誘など

を目的とした回線への発信を誘導する行為 

(4) 音声サービスの利用において、自動電話ダイヤリングシステムを用いまたは合成

音声もしくは録音音声等を用いて、第三者が嫌悪感を抱くまたはその恐れのある

通信をする行為 

(5) 危険 SMSを送信する行為 

(6) 一方的な発信または機械的な発信等により一定時間内に長時間または多数の通

信等を一定期間継続する行為 

(7) 他社着信転送サービス（他の電気通信事業者が有する電話番号を介して他の電話

番号に着信させることを主な目的とするサービス）を利用する行為 

(8) 直接的な収益を得る目的で、通信の媒介、転送機能の利用、他社が提供するサー

ビスへの接続、または特定の相手先への大量の通話等を行う行為 

(9) 音声サービスの一般的な利用と著しく異なる利用態様が認められるなどにより、

通話以外の目的で利用されているものと当社が判断する行為 

(10) 前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為 

(11) その他、当社が不適切と判断する行為 

4. 前二項の規定は、利用者がこれらの禁止事項を行わないよう、当社に情報の監視また

は削除等の義務を課すものではありません。前二項に定める禁止事項が行われ、当社

がこれらの情報の監視または削除等を行わなかったことにより利用者または第三者に

損害が発生した場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。 

5. 利用者が本条第 1 項から第 3 項までのいずれかの規定に違反したことにより当社に損

害が発生した場合、当社は、利用者に対し、その損害の賠償を請求することができる

ものとします。 

 

第 34条（他のインターネットサービス） 

1. 利用者は、本商品を利用して当社以外の者が管理、運営する Web サイト等のインター

ネット上のサービス（以下、「他のインターネットサービス」といいます）にアクセス

する場合は、第 33条（禁止事項）第 2項または第 3項に該当する行為を行わないもの

とします。また、他のインターネットサービスの管理者から当該サービスの利用に係

わる注意事項が表示されているときは、利用者はこれを遵守するものとします。 

2. 当社は、他のインターネットサービスに関し、一切責任を負いません。 

3. 利用者は、他のインターネットサービスを利用する場合においても、第 32条（自己責

任の原則）が適用されることを承諾します。 
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4. 当社は、利用者が本商品を利用することにより、インターネットに接続された世界中

のいずれのサイトにもアクセスできることを保証するものではありません。 

 

第 35条（利用者の設備等にかかる維持責任） 

利用者が本商品を利用するために必要となる設備については、利用者が自己の費用と責任に

おいて維持するものとします。 

第 36条（著作権等） 

1. 利用者は、本商品の利用に関して当社が利用者に提供するソフトウェア、マニュアル

その他情報（以下、「ソフトウェア等」といいます）（映像、音声、文章等を含む。以

下、同様とします）に関する著作権、商標、商号、技術その他に関する一切の権利が、

当社または当社に対してソフトウェア等を提供した第三者に帰属するものであること

を確認するものとします。 

2. 利用者は、ソフトウェア等を自己使用の目的のみに利用することができます。利用者

は、ソフトウェア等について自己使用以外の目的による複製を行わないものとし、ソ

フトウェア等を Web サイトに掲載し、また公衆送信を行うこと等により、第三者によ

る複製を行わせてはならないものとします。 

3. 利用者は、本商品の利用を終了した場合には、速やかにソフトウェア等を消去するも

のとします。 

4. 本条の規定に違反して紛争が発生した場合、利用者は、自己の費用と責任において当

該紛争を解決するとともに、いかなる場合においても当社に損害を与えないものとし

ます。 

 

第 37条（利用者情報の取扱い） 

1. 当社は、利用者情報について、善良な管理者としての注意をもって管理します。 

2. 当社は、利用者情報を以下の目的にのみ利用し、法令に基づいて官公庁から開示を求

められた場合を除き、第三者に開示しないものとします。 

(1) 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正

な利用の防止に関する法律（平成 17年法律第 31号）（以下、「携帯電話不正利用

防止法」といいます）その他法令に定められた不正利用防止の目的 

(2) 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法

律（平成 20年法律第 79号）（以下、「青少年インターネット環境整備法」といい

ます）その他法令に定められた青少年に対するフィルタリングサービス等提供の

目的 

(3) 本商品の利用料金を回収する目的 

(4) 利用者に対するサポートサービスを円滑に提供する目的 

(5) 利用者に対し、本商品の追加または変更のご案内、または緊急連絡の目的で、電

子メールまたは郵便等で通知をする目的 

(6) 商品開発等の目的で本商品に関する利用動向を調査し、特定個人の識別が不可能

な形式に加工したうえで、その分析結果を自ら利用し、または第三者に提供する
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目的 

(7) 利用者に対し、危険 SMS の受信を拒否する設定（以下、「危険 SMS 拒否設定」と

いいます）を提供する目的 

(8) 前各号のほか、利用者から事前の同意を得た目的 

3. 前項の定めにかかわらず、当社は、以下の各号に該当する場合には、利用者情報を警

察機関その他の行政機関に提供することがあります。 

(1) 前項第 1 号から第 3 号または第 7 号の目的のために当社が必要であると判断し

た場合 

(2) 第 6条（月額課金商品の申込み）第 2項なお書に該当する場合 

(3) 第 33条（禁止事項）第 2項または第 3項に違反する行為が認められた場合 

4. 本条第 2 項の定めにかかわらず、当社は、緊急通報受理機関（警察庁、消防庁、海上

保安庁）から緊急通報の発信者に関する情報（当該緊急通報にかかる携帯音声通信役

務の契約者または利用者の氏名、住所その他の情報）の照会を受けた場合には、当該

機関に対し、当該情報を提供することがあります。 

5. 本条第 2 項の定めにかかわらず、当社は、同項第 3 号の目的を達成するために、利用

者の不払い料金にかかる当社の債権を第三者に譲渡し、当該第三者に対して当該利用

者の利用者情報を提供することがあります。 

6. 当社は、利用者情報について、利用期間中はもとより、利用契約が終了した日から 3年

間（第 38条（他の電気通信事業者等への情報の通知および提供）第 1項に定める、料

金その他の債務の支払いのない場合は 5年間）保管するものとします。 

7. 当社は、契約者確認（携帯電話不正利用防止法第 9条で定める契約者確認をいいます。

以下、本条において同様とします）を求められたとき、または、これに準ずる事由が

発生したことにより当社が契約者確認を行う必要があると認めたときは、当該利用者

に対し、契約者確認を行うことがあります。この場合、利用者は、当社の定める期日

までに契約者確認に応じるものとします。 

 

第 38条（他の電気通信事業者等への情報の通知および提供） 

1． 利用者は、第 8 条（利用者による解約）または第 42 条（当社による利用契約の解除）

の規定に基づき契約を終了した後、現に料金その他の債務の支払いがない場合、また

は第 37条（利用者情報の取扱い）第 7項に定める契約者確認に応じない場合には、当

社が、当社以外の電気通信事業者（当社 Web サイトにおいて事業者名を掲載します）

からの請求に基づき、氏名または名称、住所または所在地、電話番号、生年月日およ

び支払状況等の情報（利用者を特定するために必要なものおよび支払状況に関するも

のであって、当社が別に定めるものに限ります）を当該事業者に通知する場合がある

ことにあらかじめ同意するものとします。 

2. 利用者（音声サービスの利用者に限ります）は、当社が、国際電気通信事業者等から

の請求に基づき、氏名または名称、住所または所在地、電話番号および生年月日等の

情報を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとします。 

3. 利用者は、危険 SMS拒否設定により検知した危険 SMSに関する情報（以下、「危険 SMS
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情報」といいます）について、携帯電話事業者が匿名かつ統計的なデータに加工した

うえで、以下の目的で利用することにあらかじめ同意するものとします。 

(1) 危険 SMS拒否設定の判定精度の向上 

(2) 危険 SMSの送信者および中継事業者に是正を求めるため 

(3) 危険 SMSが誘導するウェブサイト、アプリケーションまたは電話番号等に利用者

がアクセスすることを防止するため 

(4) 危険 SMS 情報を携帯電話事業者および携帯電話事業者が提携する他の事業者ま

たは機関との間で相互に提供し、危険 SMSに関する対策を講じるため 

4. 前三項の規定によるほか、利用者は、当社が、番号ポータビリティにかかる携帯電話

事業者からの請求に基づき、氏名または名称、住所または所在地、電話番号および生

年月日等の情報（番号ポータビリティにかかる手続きのために必要なものに限ります）

を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとします。 

 

 

第五章  利用の中断、一時中断、利用の停止および解除 

 

第 39条（利用の中断） 

1. 当社は、次のいずれかに該当する場合には、本商品の利用を中断することがあります。 

(1) 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。 

(2) 第 48条（通信利用の制限）または第 50条（通信時間等の制限）により通信利用

を制限するとき。 

(3) 協定事業者の規定により通信利用を制限するとき。 

2. 当社は、前項の規定により本商品の利用を中断するときは、第 5条（当社からの告知）

によりあらかじめその旨を利用者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこ

の限りではありません。 

3. 本条に基づく利用の中断があっても、本商品の利用期間に変更はありません（利用の

中断の間、利用期間の進行が停止するものではありません）。 

4. 本条に基づく利用の中断があっても、本商品の利用料金（月額課金商品の月額基本料

等および音声オプションサービス料）は発生します。 

5. 当社は、本条に基づく利用の中断について、損害賠償または本商品の料金の全部また

は一部のご返金はいたしません。 

 

第 40条（利用者からの請求による利用の一時中断） 

1. 当社は、利用者から当社所定の方法により請求があったときは、本商品の利用の一時

中断（その電話番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることを

いいます。以下、同様とします）を行います。 

2. 前項に基づき利用の一時中断を受けた利用者が利用の一時中断の解除を請求する場合

は、当社所定の方法により行うものとします。 

3. 利用の一時中断および利用の一時中断の解除の手続きは、請求を受付けてから一定時
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間経過後に完了します。利用の一時中断の請求後、手続き完了までに生じた利用料金

等（月額課金商品においては発生した月額利用料および通話料等、第 2 条（本商品の

種類）第 1項(3)①に定めるデータ通信オプションサービスにおいては消費された利用

可能通信量）は、利用者による利用であるか否かにかかわらず、利用者の負担としま

す。 

4. 当社は、前項の規定により利用の一時中断または利用の一時中断の解除の手続きが完

了したときは、第 5条（当社からの告知）第 2項によりその旨を利用者に通知します。 

5. 利用の一時中断があっても、本商品の利用期間に変更はありません（利用の一時中断

の間、利用期間の進行が停止するものではありません）。 

6. 利用の一時中断があっても、本商品の利用料金（月額課金商品の月額基本料等および

音声オプションサービス料）は発生します。 

 

第 41条（利用の停止） 

1. 当社は、利用者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本商品（当該

商品および利用者が当社と契約している他の商品）の利用を停止することがあります。 

(1) 第 6条（月額課金商品の申込み）第 4項第 1号、第 2号または第 5号に該当する

ことが判明したとき。 

(2) 商品の料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき

（当社が定める方法による支払いのないとき、および、支払期日経過後に支払わ

れ当社がその支払の事実を確認できないときを含みます）。 

(3) 資産または信用の状況が悪化し、商品にかかる債務の履行が困難になるおそれが

あると認められるとき。 

(4) 第 20条（料金の支払方法等）第 3項に定める与信枠の設定ができないとき。 

(5) 第 30 条（利用者情報の変更の届出）の規定に違反したとき、または、当該規定

により届け出られた内容が事実に反することが判明したとき。 

(6) 第 37条（利用者情報の取扱い）第 7項に定める契約者確認に応じないとき。 

(7) 第 44条（自営端末機器）の規定に違反し、SIM商品を法令または技術基準に適合

しない自営端末機器で利用したとき。 

(8) 上記のほか、本利用規定または当社が利用者に適用する他の利用規定で禁止する

行為またはそのおそれのある行為が行われたとき。 

(9) 商品が他の利用者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。 

(10) 商品が違法な態様で使用されたとき。 

(11) 商品を長期間（1年以上）利用しなかったとき。 

(12) 当社の業務または電気通信設備に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれのあ

る行為が行われたとき。 

2. 当社は、前項の規定により本商品の利用を停止するときは、原則として利用者に対す

る特段の通知は行いません。ただし、利用者情報により利用者に対する通知方法が当

社に判明する場合は、通知することがあります。 

3. 本条に基づく利用の停止があっても、本商品の利用期間に変更はありません（利用の
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停止の間、利用期間の進行が停止するものではありません）。 

4. 本条に基づく利用の停止があっても、本商品の利用料金（月額課金商品の月額基本料

等および音声オプションサービス料）は発生します。 

5. 当社は、本条に基づく利用の停止について、本商品の料金の全部または一部の返金ま

たは損害賠償は行いません。 

 

第 42条（当社による利用契約の解除） 

1. 当社は、第 41条（利用の停止）第 1項の規定により本商品の利用を停止された利用者

が、当社所定の期間内にその事実を解消しない場合には、その利用契約を解除するこ

とがあります。 

2. 当社は、利用者が第 41条（利用の停止）第 1項各号の規定のいずれかに該当する場合

において、本人確認書類もしくはその写しが虚偽または偽造であることが判明した場

合など、当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすものと認めるときは、前項の規定に

かかわらず、利用停止をしないで、または利用停止後その事実を解消するための期間

を設けずに、その利用契約を解除することがあります。 

3. 当社は、利用者が届け出たクレジットカードの会員資格が喪失された場合、クレジッ

トカードの有効期限が満了している場合、クレジットカードの利用限度額を超過した

場合、その他の事由によりクレジットカード会社（クレジットカード決済代行業者を

含みます）から利用料金の決済を受けられないことが判明した場合、当社所定の基準

により利用契約を解除することがあります。 

4. 第 41条（利用の停止）第 2項および第 5項の規定は、本条により当社が利用契約を解

除する場合に準用します。 

 

 

第六章  端末機器および SIMカード等 

 

第 43条（端末機器の利用にかかる利用者の義務） 

1. 利用者は、端末機器を電気通信事業法および電波法関係法令が定める技術基準（以下、

「技術基準」といいます）に適合するよう維持するものとします。 

2. 利用者は、端末機器について次の事項を遵守するものとします。 

(1) 端末機器を取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊しまたはその設備に線条そ

の他の導体等を接続しないこと。ただし、天災事変その他の事態に際して端末機

器を保護する必要があるときはこの限りではありません。 

(2) 故意に接続回線に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行

為を行わないこと。 

(3) 端末機器に登録されている契約者識別番号等を読み出し、または変更もしくは消

去しないこと。 
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第 44条（自営端末機器） 

1. 利用者は、SIM商品の利用にあたっては、技術基準に適合し、データ通信サービスまた

は音声サービスに対応した自営端末機器を自ら用意するものとします。 

2. 利用者は、SIM商品を利用している自営端末機器が技術基準に適合しない場合、当該自

営端末機器での本商品の利用を中止するものとします。 

 

第 45条（SIMカード等） 

1. 本商品に含まれる SIM カードまたは eSIM（以下、総称して「SIM カード等」といいま

す）は、本商品をご利用いただくために当社が利用者に提供するものです。 

2. 利用者は、SIMカード等を善良な管理者の注意をもって管理するものとします。 

3. 利用者は、SIMカード等を改造または改変してはならないものとします。 

4. 利用者は、SIMカード等に登録されている契約者識別番号等を読み出し、または変更も

しくは消去してはならないものとします。 

5. 本商品を SIM カードで利用する利用者は、本商品の利用終了後、速やかに SIM カード

を当社に返還するものとします。 

 

第 46条（当社端末機器の修理および SIMカード等の再発行） 

1. 契約者は、当社端末機器の故障・破損等により当社端末機器を利用することができな

くなったときは、原則として当社のヘルプデスクを経由して、当社に対し当該当社端

末機器の修理（検証および交換を含むものとし、以下本条において同様とします）を

請求することができます。 

2. 契約者は、SIM カードの故障・破損等により SIM カードを利用することができなくな

ったときは、原則として当社のヘルプデスクを経由して、当社に対し SIM カードの再

発行を請求することができます。 

3. 前二項に定める修理または再発行の方法および費用等については、当社が別途定める

故障修理規定によるものとします。 

4. 契約者は、端末機器の変更等により SIM カード等の変更または再発行を希望するとき

は、当社所定の方法により、当社に対し SIM カード等の変更または再発行（有償）を

請求することができます。 

 

 

第七章  通信の制限 

 

第 47条（通信区域） 

1. 本商品による通信（データ通信サービスおよび音声サービスを総称するものとし、以

下、「通信」といいます）の区域は、携帯電話事業者の通信区域の通りとします。本商

品による通信は、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うこ

とができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、ト

ンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があ
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ります。 

2. 前項の場合、利用者は当社に対し、当社の故意または重大な過失により生じた場合を

除き、本商品による通信を利用できないことによるいかなる損害賠償も請求すること

はできません。 

 

第 48条（通信利用の制限） 

1. 当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむをえない事由が生じた場合、また

は、携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定もしくは携帯電話

事業者と当社との間で適用される契約の規定に基づいて携帯電話事業者による通信利

用の制限が生じた場合、本商品による通信を一時的に制限することがあります。 

2. 前項の場合、利用者は当社に対し、当社の故意または重大な過失により生じた場合を

除き、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。 

 

第 49条（危険 SMS拒否設定による SMSの受信に関する制限） 

1. 当社は、本商品のうち当社が指定する携帯電話事業者の通信網によって SMS を利用す

ることができるサービスの利用契約において、あらかじめ危険 SMS 拒否設定を適用し

て提供します。 

2. 利用者（前項のサービスの利用者を指し、以下、本条において同様とします）は、当社

所定の手続きにより、危険 SMS 拒否設定の適用を解除すること、および、解除後に再

度適用させることができます。 

3. 前二項にかかわらず、SMS の受信について利用者が別の設定をしている場合は、危険

SMS拒否設定が適用されない場合があります。 

4. 利用者は、本商品の利用にあたり、次の各号に定める事項を承諾するものとします。 

(1) 危険 SMS拒否設定が、全ての危険 SMSの受信を拒否することを保証するものでは

ないこと。 

(2) 危険 SMS 拒否設定により受信を拒否された SMS を復元することができないこと。 

5. 利用者は当社に対し、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、危険 SMS

拒否設定により SMS の受信が拒否されたこと、または、危険 SMS 拒否設定が適用され

ているにもかかわらず危険 SMS を受信したことによるいかなる損害賠償も請求するこ

とはできません。 

 

第 50条（通信時間等の制限） 

1. 第 48 条（通信利用の制限）および第 49 条（危険 SMS 拒否設定による SMS の受信に関

する制限）の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通

信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。 

2. 前項の場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれ

がある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または

秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のために緊急を要

する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、電気通信事業法施行規則の規定
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に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用している移動無線装置（当社また

は携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります）以外のもの

による通信の利用を中止する措置（特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措

置を含みます）をとることがあります。 

3. 当社は、一の通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信

容量が一定容量を超えるときは、その通信を切断することがあります。 

4. 当社は、利用者間の利用の公平を確保し、本商品による通信を円滑に提供するため、

動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する

通信手順を用いて行われるデータ通信について速度や通信量を制限することがありま

す。 

5. 前四項の場合、利用者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損

害賠償も請求することはできません。 

6. 当社は、本条に規定する通信時間等の制限を実施するため、通信にかかる情報の収集、

分析および蓄積を行うことがあります。 

 

第 51条（通信時間の測定） 

通信時間の測定方法は、次の通りとします。 

(1) 通信時間は、双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻（その通信が手

動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通

信することができる状態にした時刻とします。）から起算し、発信者または着信者によ

る通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当

社の機器（協定事業者の機器を含みます）により測定します。 

(2) ただし、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない

事由により通信を一時的に制限されたとき（第 48条（通信利用の制限）により通信を

一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします）は、協定事業者が別

途定める規定による時間を通信時間とします。 

 

 

第八章  音声通話サービス 

 

第 52条（音声通話サービスの提供） 

1. 当社の音声通話サービスは、当社所定の申込み手続きを完了し利用契約が成立した方

に対して提供します。 

2. 音声通話サービスのご利用にあたっては、本章をよくお読みのうえ、ご理解いただい

たうえでお申込みください。音声通話サービスの申込手続きの完了をもって本章が適

用されます。 

 

第 53条（音声通話サービスの申込み） 

音声通話サービスの申込みについては、第 6条（月額課金商品の申込み）の規定によるもの
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とします。 

 

第 54条（音声通話サービスの電話番号） 

1. 当社は、音声通話サービスを利用するための電話番号を、1回線ごとに 1つ定めます。 

2. 音声通話サービスの申込者は、第 6 条（月額課金商品の申込み）第 6 項の規定により

番号ポータビリティの適用を希望する場合を除き、前項の電話番号を自ら指定するこ

とはできません。 

3. 音声通話サービスの利用者は、本条第 1 項の電話番号の変更を請求することはできま

せん。 

 

第 55条（音声通話サービスにおける発信方法） 

1. 音声通話サービスの利用者は、次のいずれかの方法により、音声通信の発信を行うこ

とができます。 

(1) 通常発信（第三者課金発信以外の発信） 

(2) 第三者課金発信 

2. 音声通話サービスの通話料または超過通話料（SMS通信料を除きます）は、前項の発信

方法に応じて異なります。通話料等の料金額、第三者課金発信の具体的な方法および

その他詳細は、当社 Webサイトにおいて定めるものとします。 

 

第 56条（第三者課金発信の発信制限） 

第三者課金発信の利用者は、以下の各号に定める場合においては、第三者課金発信で音声通

信の発信ができないことをあらかじめ了承するものとします。なお、詳細は当社 Webサイト

において定めるものとします。 

(1) 緊急通報（１１０、１１８、１１９）に代表される３桁番号のサービスを利用する場

合。 

(2) フリーダイヤル（０１２０）、ナビダイヤル（０５７０）等の特定の電話サービスを利

用する場合。 

(3) 衛星船舶電話等の電話サービスを利用する場合。 

 

第 57条（第三者課金発信の音声通信品質の非保証） 

当社は、第三者課金発信による音声通信の品質に関して、通常発信による音声通信と同等の

品質を保証するものではありません。 

 

第 58条（音声オプションサービス） 

1. 音声通話サービスの利用者は、音声オプションサービスを利用することができます。

ただし、当社は商品の仕様として別の取扱いを定めることがあります。 

2. 音声オプションサービスは、当社所定の方法により申込みを行うものとします。当社

は、申込みが行われた当日から起算して当社所定の期間内に音声オプションサービス

の利用登録を完了します。 
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3. 音声オプションサービスを解約する場合も前項と同様とします。 

4. 音声オプションサービスは、音声通話サービスを利用できる商品の利用終了によって

終了します。 

5. 音声オプションサービスの内容、料金およびその他詳細は、当社 Web サイトにおいて

定めるものとします。 

第九章  SMS（ショートメッセージサービス） 

 

第 59条（サービスの種類） 

1. SMSには、次の種類があります。 

(1) 音声通話サービスが利用できる商品において、付随して提供される SMS 

(2) 前号に定める以外の商品において、別途付加される SMS 

2. 本章の規定は、前項の SMSについて適用されます。 

 

第 60条（規定の準用） 

第 52条（音声通話サービスの提供）、第 53条（音声通話サービスの申込み）および第 54条

（音声通話サービスの電話番号）の規定は、SMSについて準用されます。 

 

第 61条（国際サービス） 

1. SMSの利用者は、SMSの国際サービスを利用することができます。ただし、当社は商品

の仕様として別の取扱いを定めることがあります。 

2. SMS の国際サービスのうち一部サービスの利用にあたっては、別途申込みを要する場

合があります。この場合においては、第 58条（音声オプションサービス）第 2項から

第 4項までの規定が準用されるものとします。 

3. SMS の国際サービスの内容、料金およびその他詳細は、当社 Web サイトにおいて定め

るものとします。 

 

 

第十章  保 守 

 

第 62条（当社の維持責任） 

当社は、当社の電気通信設備を事業用電気通信設備規則（昭和 60年郵政省令第 30号）に適

合するよう維持します。 

 

第 63条（修理または復旧） 

1. 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合はすみやかに修

理し、または復旧するものとします。ただし、24時間以内の修理または復旧を保証す

るものではありません。 

2. 当社は、当社の電気通信設備の設置、修理、復旧等にあたって、その電気通信設備に

記憶されているメッセージ等の内容等が変化または消失したことにより利用者に損害
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を与えた場合、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除

き、その損害を賠償しません。 

 

第 64条（保証の限界） 

1. 当社は、本商品によるデータ通信サービスの利用に関し、当社の電気通信設備を除き、

相互接続点等を介し接続している、電気通信設備にかかる通信の品質を保証すること

はできません。 

2. 当社は、インターネットおよびコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフ

ラストラクチャーに関する技術水準およびネットワーク自体の高度な複雑さにより、

現在の一般的技術水準をもっては本商品に瑕疵のないことを保証することはできませ

ん。 

 

 

第十一章  損害の賠償 

 

第 65条（当社の責めに帰すべき事由による損害） 

1. 当社は、データ通信サービスまたは音声サービス（以下、「当社通信サービス」といい

ます）を提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由により当社通信サービ

スが全く利用できない状態（その商品にかかる全ての通信に著しい支障が生じ、全く

利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、同様とします）とな

り、そのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が継続したとき

に限り、その利用不能による損害を賠償します。 

2. 前項の場合における賠償は、その利用者の商品の種類に応じて以下各号に定める方法

により行います。ただし、当社は状況に応じて、これとは別の方法により賠償を行う

場合があります。 

(1) 月額課金制の商品 

月額基本料等および音声オプションサービス料から、当社が適当と認める金額を

減じる方法 

(2) 期間制商品 

当社が適当と認める利用期間を付与する方法 

3. 前項各号の場合において、減じる金額は、当社通信サービスが全く利用できない状態

が継続した時間（24時間の倍数である部分に限ります。以下、同様とします）を 24時

間ごとに数え上げて得た日数（以下、「利用不能日数」といいます）に相当する金額に

限るものとし、付与する利用期間は、利用不能日数に限るものとします。 

4. 前項にかかわらず、利用者が、当社通信サービスの利用不能により通常生ずべき損害

を賠償するためには当該利用不能日数に相当する金額を超える金額を減じるべきであ

ること、または、当該利用不能日数を超える利用期間を付与すべきであることを証明

した場合は、この限りではありません。 

5. 前四項の規定は、当社に故意または重大な過失がある場合は適用されないものとしま
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す。 

 

第 66条（協定事業者の責めに帰すべき事由による損害） 

1. 当社は、当社通信サービスを提供すべき場合において、協定事業者が当社に提供する

接続サービスの障害等、協定事業者の責めに帰すべき事由により当社通信サービスを

提供できなかった場合であって協定事業者から当社に対し損害が賠償された場合に限

り、当該賠償額を、当社通信サービスを利用できなかった利用者全員に対する損害賠

償の総額とし、減じるべき金額または付与すべき利用期間に換算したうえで、その利

用不能による損害を賠償します。 

2. 前項の場合における賠償の方法は、第 65 条（当社の責めに帰すべき事由による損害）

第 2項の規定が準用されるものとします。 

 

第 67条（不可抗力免責） 

天災、事変、原因不明のネットワーク障害その他の不可抗力により、利用者が当社通信サー

ビスを利用できなかったときは、当社は、一切その責任を負わないものとします。 

 

第 68条（本商品の利用または利用不能から派生した損害） 

1. 当社は、利用者が本商品を利用することにより得た情報等（コンピュータプログラム

を含みます）について、その品質、完全性、正確性、特定目的への適合性、有用性、ウ

イルスの不存在その他何らの保証も行いません。当該情報等のうち当社以外の第三者

による提供にかかるものに起因して生じた損害について、当社は何らの責任も負わな

いものとします。 

2. 当社は、本商品を利用した場合に生じた、情報等の破損、滅失もしくは第三者に対す

る漏洩による損害について、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、

一切の責任を負わないものとします。 

3. 当社は、本商品の不具合その他の瑕疵、利用者による本商品の利用もしくは利用不能、

または利用者に対するサポートサービスの提供もしくは提供不能の結果として生ずべ

き利用者の逸失利益、機密情報の損失、事業の中断、人身傷害、プライバシーの侵害、

その他利用者が被るべき一切の金銭的および非金銭的損害、損失ならびに費用に関し、

当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、一切の責任を負わないものと

します。 

 

第 69条（損害賠償額の上限） 

当社が利用者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当

該利用者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当

該損害の発生までに当該利用者から受領した料金の額を上限とします。ただし、当社に故意

もしくは重大な過失がある場合、または第 66 条（協定事業者の責めに帰すべき事由による

損害）に規定する場合はこの限りではありません。 
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第十二章  サポート 

 

第 70条（サポート） 

1. 当社は、利用者に対し、本商品の利用期間中、本商品の利用に関する技術サポートを

提供します。 

2. 当社は、前項に定めるものを除き、利用者に対し、保守、デバッグ、アップデートまた

はアップグレード等のいずれを問わず、いかなる技術的役務も提供する義務を負いま

せん。 

3. 当社は、利用者に提供している本商品のアップデート等のサービスを中止する権利を

留保します。 

4. 当社は、本商品の利用に関する一般的な技術情報を除く、いかなる技術情報も提供す

る義務を負いません。 

 

第 71条（情報の収集） 

1. 当社は、本商品に関し、利用者の同意を得て、利用者に技術サポート等を提供するた

めに必要な情報を収集、利用することがあります。利用者から必要な情報が提供され

ない場合、十分な技術サポート等を提供できないことがあります。 

2. 当社は、前項により当社が利用者から収集した情報について、技術サポートのほか、

当社サービスの提供に伴う利用者の本人確認、アフターサービス、新商品およびキャ

ンペーン情報等のご案内ならびに商品開発およびサービス向上等のための調査に利用

することがあります。ただし、利用者を特定できる形で利用することはありません。 

 

 

第十三章  雑 則 

 

第 72条（携帯電話事業者との契約） 

利用者は、本商品を利用するにあたり利用者と携帯電話事業者との間で接続契約が締結され、

本商品の利用の終了により接続契約が解約される場合があることを了承します。その場合、

当社が当該接続契約の申込および解約を携帯電話事業者に取り次ぐものとします。なお、利

用者において特段の手続きは不要です。 

 

第 73条（商品の販売終了） 

1． 当社は、本商品の全部または一部の販売を予告なく終了することがあります。 

2． 当社は、前項の規定により本商品の販売を終了したときは、当社 Web サイトにおいて

利用者に告知します。 

3． 本条第 1 項の規定により当社が本商品の販売を終了した場合であっても、その時点で

本商品の利用を開始している利用者は、引き続き当該商品を利用することができます。

ただし、第 75条（商品の廃止）の規定により当社が当該商品を廃止した場合は、この
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限りではありません。 

4. 本条第 1 項の規定により当社が本商品の販売を終了した場合であっても、その時点で

利用契約の申込みを行っていない月額課金商品のエントリーパッケージを所有してい

る利用者は、第 6条（月額課金商品の申込み）第 1項に定める申込み（以下、「利用申

込み」といいます）により、当該商品の利用契約を申し込むことができます。ただし、

第 74条（利用申込み等の受付終了）の規定により当社が当該商品の利用申込みの受付

を終了した場合または第 75条（商品の廃止）の規定により当社が当該商品を廃止した

場合は、この限りではありません。 

5. 本条第 1 項の規定により当社が本商品の販売を終了した場合であっても、その時点で

利用を開始していない期間制商品を所有している利用者は、第 12条（利用の開始）第

4 項に定める利用開始期限が到来していない場合に限り、第 12 条（利用の開始）第 1

項に定める利用開始手続き（以下、「利用開始手続き」といいます）により、当該商品

の利用を開始することができます。ただし、第 74条（利用申込み等の受付終了）の規

定により当社が当該商品の利用開始手続きの受付を終了した場合または第 75条（商品

の廃止）の規定により当社が当該商品を廃止した場合は、この限りではありません。 

 

第 74条（利用申込み等の受付終了） 

1. 当社は、第 73条（商品の販売終了）の規定により販売を終了した商品について、利用

申込みまたは利用開始手続き（以下、「利用申込み等」といいます）の受付を終了する

ことがあります。 

2. 当社は、前項の規定により商品の利用申込み等の受付を終了するときは、当該商品の

利用申込み等の受付を終了する日までに相当な期間をおいて、第 5 条（当社からの告

知）の方法により利用者に告知します。 

3. 本条第 1 項の規定により当社が商品の利用申込み等の受付を終了した場合であっても、

当該商品の利用者は継続して当該商品を利用することができます。ただし、第 75 条

（商品の廃止）の規定により当社が当該商品を廃止した場合は、この限りではありま

せん。 

 

第 75条（商品の廃止） 

1. 当社は、本商品の全部または一部を廃止することがあります。 

2. 当社は、前項の規定により本商品を廃止するときは、本商品を廃止する日までに相当

な期間をおいて、第 5条（当社からの告知）の方法により利用者に告知します。 

 

第 76条（反社会的勢力の排除） 

1. 利用者は、次の各号に定める事項を証明し保証するものとします。 

(1) 自己およびその役員・従業員・顧問等、代理もしくは媒介する者、または経営・

事業に実質的な影響力を有する株主（以下、これらを総称して「役員等」といい

ます）が、暴力団、暴力団関係企業・団体またはこれらに所属する者、暴力団関

係者、総会屋、その他の反社会的勢力（以下、これらを総称して「反社会的勢力
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等」といいます）ではなく、将来においても同様であること。 

(2) 自己およびその役員等が、反社会的勢力等と関係（人的関係、資本的関係、取引

関係を含むがこれらに限られない）を有しておらず、将来においても同様である

こと。ただし、法令上の義務の履行に基づく取引関係についてはこの限りではな

い。 

2. 利用者は、自己または第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを保

証するものとします。 

(1) 暴力的な要求行為 

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 

(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社

の業務を妨害する行為 

(5) その他前各号に準ずる行為 

3. 利用者は、当社が前二項の事項の確認のために調査を実施する場合は、合理的な範囲

で協力し、当社が要請した資料等を提出するものとします。 

4. 当社は、利用者が本条に違反した場合、何らの通知、催告を要せず、直ちに本商品の

利用契約の全部または一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができるもの

とします。この場合、利用者は、その解除による損害について、損害賠償請求その他

名目の如何を問わず、当社に対し何らの請求もすることができないものとします。 

 

第 77条（分離性） 

本利用規定の一部分が無効で強制力を持たないと判明した場合でも、本利用規定の残りの部

分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものと

します。 

 

第 78条（準拠法） 

本利用規定は、日本国法を準拠法とします。 

 

第 79条（協議） 

当社および利用者は、本商品または本利用規定に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意

をもって協議のうえ解決するものとします。 

 

第 80条（管轄裁判所） 

当社および利用者は、本商品または本利用規定に関して紛争が生じた場合は、東京地方裁判

所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意します。 
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契約者が法人等である場合の特則 

 

本商品の契約者が法人等である場合は、本利用規定に以下の特則を適用するものとします。 

 

特則第 1条（適用除外） 

本利用規定のうち、以下の条項は適用されないものとします。 

(1) 第 6条（月額課金商品の申込み）第 3項 

(2) 第 7条（初期契約解除） 

(3) 第 12条（利用の開始）第 2項 

(4) 第 18条（初期契約解除に伴い利用者が支払う料金） 

(5) 第 20条（料金の支払方法等） 

(6) 第 22条（延滞利息）第 2項 

(7) 第 37条（利用者情報の取扱い）第 2項第 2号 

(8) 第 42条（当社による利用契約の解除）第 3項 

 

特則第 2条（条項の内容変更） 

1. 本利用規定のうち、以下の条項における「料金月」または「データ通信オプションサ

ービス対象商品の料金月」は「暦月」に変更して適用するものとします。 

(1) 第 8条（利用者による解約）第 3項・第 4項 

(2) 第 10条（利用期間）第 1項 

(3) 第 16条（料金の支払義務）第 1項・第 5項 

2. 本利用規定のうち、以下の条項における「クレジットカード情報」は「銀行口座情報」

に、「クレジットカード番号」は「銀行口座番号」に変更して適用するものとします。 

(1) 第 6条（月額課金商品の申込み）第 2項 

(2) 第 27条（利用者情報の取得）第 1項第 1号 

3. 第 16 条（料金の支払義務）第 4 項は、以下のとおり変更して適用するものとします。 

4. 月額課金商品の月額基本料等については暦月で課金され、利用開始月および利

用終了月の料金は以下のとおり計算するものとします。ただし、商品の仕様と

して別の取扱いを定める場合はこの限りではありません。 

(1) 月額基本料 

利用開始月は当社の定める方法により日割計算を行いますが、利用終了

月は日割計算を行いません。 

(2) ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料および音声オプション

サービス料 

利用開始月、利用終了月のいずれも日割計算は行いません。 
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4. 第 24 条（料金の一括払い）第 1 項は、以下のとおり変更して適用するものとします。 

1. 第 2 条（本商品の種類）第 1 項(3)①に定めるデータ通信オプションサービス

は、対象料金月における利用可能通信量について、一括して料金をお支払いい

ただくサービスです。当社は、サービスの仕様として別に定める場合を除き、

当該データ通信オプションサービスについて、利用開始の前後を問わず、利用

者の都合により当該データ通信オプションサービスを利用しない場合であっ

ても、料金の減額、免除またはご返金はいたしません。 

5. 第 27条（利用者情報の取得）第 1項第 1号中の「および契約者以外に利用者が存在す

る場合の当該利用者に関する情報（18歳未満である場合はその旨）」は削除して適用す

るものとします。 

6. 第 33条（禁止事項）第 1項は、以下のとおり変更して適用するものとします。 

1. 利用者は、本商品を自己の業務のためにのみ利用するものとし、本商品を自己

の顧客その他の第三者の需要に応ずるために提供してはならないものとしま

す。利用者が本項に違反し、本商品を自己の顧客その他の第三者の需要に応ず

るために提供した場合、当該第三者による本商品の利用は利用者自身による利

用とみなします。 

 

特則第 3条（料金の支払方法等） 

1. 本商品の利用料金は、当社が別途定める場合を除き、以下のいずれかの方法により支

払うものとし、利用者は、本商品の申込時に、希望する支払方法を申し出るものとし

ます。ただし、利用者が本項第 2 号の支払方法を希望した場合であっても、本商品の

申込後初回の支払は、本項第 1号の支払方法によるものとします。 

(1) 当社が指定する銀行口座への振込み（振込手数料は利用者の負担とします） 

(2) 利用者が指定する銀行口座からの口座振替（利用者は、当社が別途定める口座振

替手数料を当社に支払うものとします） 

2. 利用者が本商品の申込時に前項第 2 号の支払方法を希望したにもかかわらず、当社が

別途定める支払日までに当該方法により本商品の利用料金を支払うことができなかっ

た場合は、前項第 1 号の方法により、速やかに本商品の利用料金を支払うものとしま

す。 

 

特則第 4条（地位の承継） 

1. 第 15 条（利用権の譲渡（名義変更））第 2 項にかかわらず、利用者に合併または分割

があったときは、合併後存続する法人等、合併もしくは分割により設立された法人等

または分割により営業を承継する法人等は、利用者の地位を承継します。 

2. 前項により利用者の地位を承継した法人等は、速やかに利用者の地位を承継したこと

を証する書面を添えて、その旨を当社に届け出るものとします。 

3. 本条第 1 項により利用者の地位を承継した法人等は、当社所定の本人確認書類を提出

するものとします。 
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特則第 5条（預託金及び公表） 

1. 当社が必要であると判断した場合、本商品の契約者は、契約の申込みに際し、当社に

対し、本商品に関する預託金として、当社の指定する金額の預託金を支払うものとし

ます。 

2. 前項の預託金には利息をつけないものとし、契約者が当社に対して、その名目を問わ

ず何らかの債務の支払いを怠ったと当社が判断した場合、当社は預託金をもって弁済

に充当するものとします。この場合、契約者は、当社に対して、当社の指定する金額

の追加の預託金を支払うものとします。 

3. 当社は、本契約が終了したときに、前項前段の精算をした預託金の残金を契約者に返

還します。 

4. 契約者が、当社に対してその名目を問わず何らかの債務の支払いを怠ったと当社が判

断し、かつ、その債務の支払いがないまま 1か月以上音信不通となった場合、当社は、

その債務の支払いがなされるまでの期間について、当該契約者の法人名、法人番号、

本店所在を当社のウェブサイト上に公表する場合があるものとします。 


